
障がい程度別一覧表（○は該当、△は一部該当）

自
立
支
援
医
療
（
更
生
医
療
）

自
立
支
援
医
療
（
育
成
医
療
）

自
立
支
援
医
療
（
精
神
通
院
）

精
神
障
害
者
入
院
医
療
援
護
金

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

重
度
障
が
い
者
等
医
療
費
助
成

日
常
生
活
用
具
給
付

補
装
具
の
交
付
及
び
修
理
・
貸
与

住
宅
設
備
改
善
費
助
成

県
営
住
宅
の
入
居
優
遇

県
営
住
宅
家
賃
の
減
免

神
奈
川
県
在
宅
重
度
障
害
者
等
手
当

特
別
障
害
者
手
当

特
別
児
童
扶
養
手
当

児
童
扶
養
手
当

障
害
児
福
祉
手
当

心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度

所
得
税
の
障
が
い
者
控
除

町
・
県
民
税
の
障
が
い
者
控
除

相
続
税
の
障
が
い
者
控
除

自
動
車
税
・
同
取
得
税
の
減
免

１級 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○

２級 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○

３級 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○

４級 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △

５級 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

６級 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

２級 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○

３級 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○

４級 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○

５級 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

６級 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

３級 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○

４級 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○

１級 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○

２級 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○

３級 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ △

４級 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ △

５級 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △

６級 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △

１級 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○

２級 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○

３級 ○ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○

４級 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ △ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○

○ △ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○

△ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○

○ △ ○ ○ ○ ○

１級 ○ △ ○ △ △ ○ ○ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○

２級 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

３級 ○ △ ○ △ ○ ○ ○

3 3 3 4 5 6 9 16 17 17 18 19 20 21 23 23 24 30 30 31 32

１
回
限
り

福
祉
タ
ク
シ
ー

制
度
と
の
併
用
不
可

※各制度を利用するにあたっては、年齢や所得制限がありますので、各窓口にてご確認ください。

税金

Ａ１

住宅医療 補装具等 手当・年金

備　　考

ページ

身
体
障
が
い
者
手
帳

療
育
手
帳

精神障がい者
保健福祉手帳

視覚障がい

聴覚・平衡
機能障がい

音声・言語
機能障がい

Ａ２

Ｂ１

肢体不自由
（上肢・下
肢・体幹）

Ｂ２

内部障がい



※この一覧はあくまでも目安です。詳しくは各窓口にお問い合わせください。

軽
自
動
車
の
減
免

鉄
道
運
賃
の
減
免

国
内
航
空
運
賃
の
割
引

バ
ス
運
賃
の
割
引

寒
川
町
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
バ
ス
の
割
引

有
料
道
路
通
行
料
金
の
割
引

タ
ク
シ
ー
運
賃
の
割
引

福
祉
タ
ク
シ
ー

制
度

水
道
料
金
の
減
免

Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
料
の
減
免

携
帯
電
話
料
金
の
割
引

ふ
れ
あ
い
案
内

(

無
料
番
号
案
内

)

災
害
時
避
難
場
所

障
害
者
虐
待
防
止
セ
ン
タ
ー

緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
の
貸
与

救
急
医
療
情
報
キ
ッ
ト
配
布

S
O
S
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク

訪
問
入
浴
サ
ー

ビ
ス

車
い
す
の
貸
与

お
む
つ
代
の
助
成

各
種
資
金
の
貸
し
付
け

日
常
生
活
自
立
支
援
事
業

法
人
後
見
事
業

成
年
後
見
相
談

か
な
が
わ
成
年
後
見
推
進
セ
ン
タ
ー

福
祉
有
償
運
送

駐
車
禁
止
除
外
指
定
車
の
指
定

郵
便
に
よ
る
不
在
者
投
票

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ △ ○

△ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ △ △

○ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ △

○ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ △

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ △ ○

○ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ △

○ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ △

○ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ △

○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ △

○ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ △

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ △

○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ △

△ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ △ △

△ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ △ △

△ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ △

△ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ △

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ △

○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ ○ ○ △

○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ ○ ○ △

○ 〇 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ △ ○ ○ ○ ○

〇 ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ △ ○ ○ △

〇 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ △ ○ ○ △

33 34 34 35 35 35 36 36 37 37 38 38 39 41 43 43 43 44 44 44 45 45 46 46 47 48 49 75

福
祉
タ
ク
シ
ー

制
度
と
の
併
用
不
可

自
動
車
税
の
減
免
者
は
対
象
外

6
5
歳
未
満
の
障
が
い
者
等

在
宅
重
度
障
害
者

緊急・防災 日常生活支援税金・公共料金


